
 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案及び労働安全衛生規則第四十四条第二

項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示案に関する意

見募集の結果について 
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案及び労働安全衛生規則第四十四条第

二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示案につい

て、令和８年２月 13 日（金）から同年３月 14 日（土）まで御意見を募集したとこ

ろ、２件の御意見をいただきました。 

お寄せいただいた御意見の要旨とそれに対する考え方について、以下のとおり取

りまとめましたので、公表いたします。 

皆様の御協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも厚生労働行政の推進に御

協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

No. 案に対する御意見の要旨 御意見に対する厚生労働省の考え方 

１ 

定期健康診断は「1 年以内ごとに 1

回」とされているが、現実的には、労基

署の判断としては、「前年実施月と同

月であれば可」という運用がされてい

るところ。 

所要の改正で「1 年以内ごとに 1回」

を、「1年以内（ただし、やむをえない

場合は前年と同月でも可）ごとに 1回」

とするか、「1年以内ごと（前年と同日

以内に限る）に 1 回」のどちらかの判

断を入れていただきたい 

 

 

 

 

 

労働安全衛生法令により、一般健

康診断は１年以内ごとに１回、「定

期」に実施することが義務づけられ

ており、「定期」とは、毎年一定の時

期に、という趣旨であり、当該時期の

詳細については事業所毎に適宜決め

ることとされています。 

このため、現行の規定を改める必

要はないと考えております。 

 



 

2 
 

２ 

改正案を支持しますが、労働安全衛

生規則の改正を機に、心の病気の理解

不足対策と就労強制を防ぐルールを強

化すべきです。 

職場でのメンタルヘルス対策は重要

ですが、心の病気はなかなか理解され

ず、本人が働きたいからと言って働か

せていいわけではありません。働けな

い・働きたくない人がダメな訳ではな

く、それも一つの選択として生活を保

証すべきです。それでないと格差は広

がるばかりです。改正でストレスチェ

ックの項目を充実させ、就労強制にな

らないよう「働かない選択」の尊重を

明記してください。健康診断項目に心

の病気関連を追加し、職場復帰支援を

義務化してください。これで、すべて

の労働者が安心して自分らしい生活を

送れます。改正案に反映を強く求めま

す。 

ストレスチェック制度は、職場の

メンタルヘルス対策の推進のため、

労働者のメンタルヘルス不調の未然

防止の観点から、労働安全衛生法（昭

和 47 年法律第 57 号。以下「安衛法」

という。）第 66 条の 10 に基づき、

ストレスチェックの実施、高ストレ

ス者への面接指導の実施や面接指導

結果に基づく医師の意見聴取、必要

な事後措置の実施等を事業者に義務

付けているもので、ストレスチェッ

クの結果のみをもって就労継続の可

否を判断するものではありません。 

なお、ストレスチェックの調査票

の項目については、これまでも専門

家等により、項目の妥当性や信頼性

の検証を行っているところです。 

また、安衛法第70条の２に基づき、

事業者によるメンタルヘルスケアの

原則的な実施方法を定めた「労働者

の心の健康の保持増進のための指

針」（平成 18 年３月 31 日健康保持

増進のための指針公示第５号）にお

いては、職場復帰支援に係る取組事

項についても示しているところであ

り、引き続き指針に基づいた取組が

なされるよう事業者への周知啓発等

に努めてまいります。 

 

 
 
 


